
地
籍
調
査
の
「
閲
覧
」
に
つ
い
て

平
成
24
年
度
に
地
籍
調
査（
現
地
調
査
）

を
行
っ
た
地
区
に
つ
い
て
、
調
査
結
果
の

閲
覧
を
実
施
し
ま
す
。
該
当
す
る
土
地
の

所
有
者
等
、
関
係
者
の
み
な
さ
ま
は
必
ず

期
間
内
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

・
地
区
（
平
成
24
年
度
現
地
調
査
）
大
字　

井
谷
の
一
部　

杉
野
原
の
一
部　

三
田
の
一

部　

久
野
原
の
一
部
（
小
字
針
原
を
除
く
）

■
期
間
／
平
成
25
年
8
月
1
日（
木
）
か

ら
平
成
25
年
8
月
20
日（
火
）ま
で（
土

日
も
実
施
し
ま
す
）
午
前
9
時
か
ら
午

後
5
時
ま
で

■
場
所
／
有
田
川
町
清
水
会
館
2
階
「
大

ホ
ー
ル
」
有
田
郡
有
田
川
町
清
水

3
8
9

−

1

■
問
い
合
わ
せ
／
清
水
行
政
局
産
業
振
興
室

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
和
歌
山
中
部
か
ら
の

お
知
ら
せ

【
園
芸
施
設
共
済
】

自
然
災
害
な
ど
で
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
・

ガ
ラ
ス
室
等
の
施
設
が
被
害
を
受
け
た
と

き
、損
害
を
補
填
し
、農
家
の
経
営
を
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
ま
す
。

農
家
の
み
な
さ
ん
の
負
担
を
軽
く
す
る
た

め
、
掛
金
の
半
分
を
国
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
和
歌
山
中
部
農
業
共
済

組
合

☎
0
7
3
7
―
６
３
―
5
1
2
1

国
民
健
康
保
険
税
第
2
期
の
納
付

国
民
健
康
保
険
税
第
2
期
の
納
期
限

は
、
9
月
2
日（
月
）
で
す
。
納
期
限
を
過

ぎ
る
と
、
そ
の
日
数
に
応
じ
て
延
滞
金
が

加
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
忘
れ
の
な
い
よ

う
に
金
融
機
関
等
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

催 

し

◆
◆
◆

第
4
回 

Ｂ
ｏ
ｎ 

ｄ
ｅ 

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｃ

地
域
の
仲
間
と
絆
を
感
じ
る
ア
レ
ッ
ク

の
盆
祭
り
を
今
年
も
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
／
8
月
13
日（
火
）14
時
～
21
時（
予
定
）

■
内
容

○
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
イ
ベ
ン
ト

○
B
o
n 

d
e
屋
台

○
浴
衣
d
e 

A
L
E
C

○
B
o
n 

d
e
精
霊

○
B
o
n 

d
e
キ
ャ
ン
ド
ル

○
B
o
n 

d
e
踊
り

○
B
o
n　

d
e　

同
窓
会

※
20
歳
以
上　

先
着
10
チ
ー
ム

参
加
資
格
／
有
田
川
町
に
お
住
ま
い
ま
た

は
、
お
勤
め
の
方
2
名
以
上
を
含
む
同
級
生

を
ベ
ー
ス
と
し
た
5
名
の
チ
ー
ム
。
も
し
く

は
有
田
川
町
の
同
じ
区
内
5
人
の
チ
ー
ム

■
場
所
／
有
田
川
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー　

A
L
E
C

■
問
い
合
わ
せ
／
有
田
川
町
地
域
交
流
セ

ン
タ
ー
A
L
E
C
☎
５
２
―
4
7
3
0

7
月
号
の
陸
上
自
衛
隊
徒
歩

行
進
訓
練
に
つ
い
て

7
月
号
の
表
紙
で
す
が
、
昔
の
戦
争
の

嫌
な
体
験
を
思
い
出
し
た
と
の
ご
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
自
衛
隊
員
は
、
有
田

川
町
内
で
大
災
害
が
発
生
し
た
事
を
想
定

し
な
が
ら
、
徒
歩
行
進
訓
練
を
し
て
い
る

と
い
う
事
を
お
伝
え
し
た
か
っ
た
の
で
す

が
、
不
快
な
思
い
を
さ
れ
た
み
な
さ
ま
方

に
は
深
く
お
詫
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

徒
歩
行
進
訓
練
は
自
衛
隊
か
ら
各
市
町

に
実
施
計
画
書
が
提
出
さ
れ
、
有
田
郡
市

内
で
年
に
1
回
実
施
さ
れ
ま
す
。
実
施
計

画
書
が
提
出
さ
れ
た
際
、
訓
練
に
弾
薬
を

携
行
、
装
填
し
な
い
事
を
確
認
し
、
町
民

の
み
な
さ
ま
の
安
全
を
第
一
に
考
え
て
い

た
だ
く
よ
う
申
し
出
、
そ
の
申
し
出
は
毎

年
厳
守
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
軽
装
で
行
進

し
て
も
訓
練
と
は
な
ら
な
い
の
で
、
火
器

を
含
め
た
装
備
品
に
つ
い
て
は
、
警
察
官

と
同
様
、
通
常
装
備
と
し
て
携
行
さ
れ
、

体
へ
負
荷
を
か
け
て
お
り
ま
す
。
基
礎
体

力
を
養
い
つ
つ
、
大
災
害
が
発
生
し
た
時

は
訓
練
で
養
っ
た
土
地
勘
を
生
か
し
、
迅

速
に
救
助
・
救
援
活
動
を
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
町
民
の
皆
様
方
に
愛
さ
れ

る
広
報
誌
を
発
行
い
た
し
ま
す
。
今
後
と

も
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
総
務
課

21




